
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福祉衛生環境保全委員会 要求資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

衛  生  局 

福 祉 衛 生 環 境 保 全 委 員 会 資 料

平 成 １ ６ 年 ２ 月 ２ ３ 日

衛 生 局



 福祉衛生環境保全委員会要求資料一覧（平成 16 年 2 月 23 日） 

 

資料番号 

１   港湾病院と横浜赤十字病院の使用料及び手数料、新港湾病院での考え方 

２  新港湾病院建設費用と指定管理者負担金との関係 

３  小児救急体制の確保について 

４  アレルギー関連の「交付金」に関する考え方について 

５  横浜赤十字病院の看護交替制について 

６  横浜赤十字病院と社会保険横浜中央病院の過去の収支状況 

７  市立病院における安全管理の取組について 

８  市立病院と横浜赤十字病院のカルテ開示について 

９  市立病院の倫理委員会の委員構成 

10  現港湾病院の医師の状況について 

11  アレルギーセンター医師、看護職の状況 

12  患者引継ぎに対する本市の費用について 

13  横浜赤十字病院の患者居住区 

14  横浜赤十字病院の生活保護患者数、外国人の未収患者数 

15  横浜赤十字病院の平均在院日数、科別患者数 

16  横浜赤十字病院職員の職種別構成、平均年齢 

17  横浜赤十字病院のパンフレット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【別添】 

18  日本赤十字社定款、日本赤十字社の理念について 

19  横浜赤十字病院のボランティア活動の状況、ボランティアコーディネーターの配置状況 

20  一般会計負担額抑制効果約 250 億円から約 290 億円の根拠 



資料　１

現港湾病院

保険診断書等

その他の診断書等

証明書等

産児１人

産児２人以上で、第２子
以降の産児１人につき

＊金額は税込み金額

自動車損害診療

使用料、手数料項　　　　　目

３，１５０円

診療報酬点数×２．０

４０，０００円

１，３８０円

５２０円

１，０５０円

２人室２，６２０円、１人室５，２５０円

無料

港湾病院と横浜赤十字病院の使用料及び手数料は以下のとおりです。
新港湾病院での使用料及び手数料については、今後検討し、適切な金額を条例・規
則で定めてまいります。

港湾病院と横浜赤十字病院の使用料及び手数料、新港湾病院での考え方

室料差額

駐車場料金

文書料（主なもの）

分娩料

非紹介患者加算（特定療養費）

８０，０００円



横浜赤十字病院

保険診断書等

その他の診断書等

証明書等

産児１人

産児２人以上で、第２子
以降の産児１人につき

＊金額は税込み金額

項　　　　　目 使用料、手数料

自動車損害診療 診療報酬点数×１．５

文書料（主なもの）

５，２５０円

２，６２0円

１，０５０円

分娩料

０９０，０００円（時間内）００
１００，０００円（時間外）００
１１０，０００円（深夜・休日）

上記と同様

非紹介患者加算（特定療養費） １，０５０円

室料差額 ２人室4,000～6,000円、１人室12,000～18,000円

駐車場料金 ３時間以内３００円、それ以降１時間毎に１５０円



建物建設費 減価償却費（※２）

約３８５億円 約9億円

約252億円（※１） 約6億円

※２　減価償却費算定の考え方

新港湾病院建設費用と指定管理者負担金との関係

　 減価償却費については、地方公営企業法に基づき、法定耐用年数を
３９年間、残存価額を１０分の１として算出しています。

新病院建物建設費用

指定管理者負担金の算定に当
たって想定した費用

※１　約２５２億円の算定根拠

　　　　３３．９万円／㎡　　　×　　　７４，３４２㎡　         　＝　　約２５２億円
　　　（建設単価）　　　　　　　　（新病院延べ床面積）

　 国土交通省監修「平成１４年度建築統計年報」により、同種の建物の
平均建設単価を算定し、これに新病院建物延べ床面積（整備計画）を乗
じて推計しています。

資　料　２



 

 

資料３  小児救急体制の確保について 

 
【指定条件】 
① 横浜市の小児救急医療対策事業に参加し以下の体制を組むこと。 

・ 24 時間 365 日の二次小児科救急医療体制を組むこと。 

・ 全休日及び夜間に小児救急専用ベッド２床以上を確保すること。 

・ 救急医療に携わる小児科医１名以上を配置すること。 

〔交付金〕 

小児救急医療対策事業の実施に当たっては、別途「政策的医療交付金（仮称）」を交付

する予定。 平成 15 年度予算における水準は、年間 1,000 万円程度 

 
【日本赤十字社の提案】小児救急の該当部分を抜粋 

○ 小児科医の人員体制について 

   ・ 全体の統括者 1名、小児科医チーム４名、新生児科医チーム４名、研修医 1 名

の計１０名（非常勤２名含む）で構成する。 

   ・ 横浜赤十字病院は既に日本小児科学会認定医研修施設を取得しており、新病院

においても高度な小児医療を提供できる体制にある。 

   ・ 現在の派遣元である東京医科歯科大学小児科の他、近隣の諸大学からの小児科

医派遣も検討している。 

○ 時間外診療 

・ ２４時間３６５日の小児救急医療に備えるため、常時小児科医１名以上を院内

に待機させる。 

 ・ 時間外診療については休日夜間を問わず、全ての小児を対象とする（明らかな

外科的疾患を除く）。 

 ・ 重症患者などの対応のため複数の小児科医が必要となった場合は、直ちに応援

医師が補助する。 

・ 全休日及び夜間に小児救急専用ベッド２床以上を確保する。 

・ 時間外診療の患者数は 1日当たり平均２０人程度と想定している。 

 
 以上の記載があり、今後は、市として、小児救急の機能を担保するために指定条件と提

案内容の実施についての点検・評価を行っていきます。 
 

 

資料４  アレルギー関連の「交付金」に関する考え方について 

 
○ 「アレルギー疾患医療」につきましては、診療内容や相談・情報提供・啓発など取り

組み内容を具体的に協議する中で、適切な額を定めてまいりたいと考えております。 

資料３・４



資料　５

病棟種別

病棟

勤務体制 ２交替

７病棟

横浜赤十字病院の看護交替制について

一般病棟







資 料 ７ 
 

市立病院における安全管理の取組について 
 

 
市立病院の状況  
○ 安全管理に基づく医療の提供 

１ 安全な医療の推進に対する基本的考え方 

市立病院では、平成１２年１月２７日に制定した「市立病院医療憲章」に則り、市民に質の高い医

療を安心して安全に提供できるよう、各病院ごとに「安全管理対策マニュアル」を策定し、安全管理

組織体制の強化や、安全管理研修、インシデントレポートの収集・分析など、医療の安全管理の取組

を推進しています。 
２ 市立病院の安全管理の職員体制 

 ○ 統括安全管理者 
副病院長・副センター長・診療担当部長から１名を任命し、病院における安全管理の推進、情報

の収集・分析・評価等、安全管理活動の推進責任者として位置付けています。 
 ○ 安全管理指導者 

副看護部長・看護科師長から１名任命し、統括安全管理者を補佐して、病院の安全管理全般に

わたる指導、改善指示、職員研修等を行っています。 
 ○ 安全管理担当 

看護師長から１名任命し、統括安全管理者、安全管理指導者の補佐、安全管理に関する職場点

検、業務改善、教育・指導、事故発生時の対応等を行っています。 
 ○ 安全管理者 

診療科、病棟等の各部門に配置し、業務改善、指導の周知・徹底、事故発生時の対応及び報告

などを行っています。 

３ 市立病院の安全管理関連の委員会・会議 

○ 安全管理対策委員会 
統括安全管理者を委員長として、病院の安全管理を推進するため、インシデント報告の検討、改

善策の検討と評価および情報の提供を行っています。 
○ リスクマネジメント部会 

インシデント事例の検討、業務改善策の検討・周知、事故事例の分析・検討、安全管理情報の収

集・提供等を行っています。 
○ その他、安全管理に関する担当者会議や実務部会等があります。 

４ インシデント報告 

事故を未然に防ぐための改善策を確立するため、日常業務の中で、医療事故につながりかねない

「ヒヤリ・ハット」したできごと（インシデント）を、医療従事者が自主的に報告し、その情報を

収集・分析しています。 
また、インシデント事例の検証などにより、改善策の検討を行っています。 

５ 安全管理研修 

○ 市立病院全体の安全管理研修 
新採用職員や配転者に対して、医療のリスクマネージメントに関する基本的な研修を行うととも

に、安全管理を推進している職員を対象に、事故事例を踏まえた分析研修等を実施しています。 
○ 各市立病院の安全管理研修 

   安全管理の専門家による講演会の開催をはじめ、人工呼吸器や輸液・シリンジポンプ等の講習会、

プライマリケア勉強会、患者誤認の防止研修など、安全管理の研修を実施しています。 



 
 
 
 
 
 
 ○ 院内感染対策 

１ 院内感染対策の取り組み 

入院患者や来院者が、現疾患とは別の感染症などへの罹患や、医療従事者が院内で感染しないよ

う、市立病院では、院内感染の防止に関するマニュアルを策定し、院内感染の防止に努めている。 
院内感染対策マニュアルでは、消毒・滅菌、一般感染症防止対策、結核対応、ＭＲＳＡ感染予防、

血液汚染等についてのガイドラインや、感染症の原因となる細菌やウイルス等に対する感染防止策

を策定しています。 

２ 消毒・滅菌について 

  旧厚生省のガイドラインや米国疾病管理センター（ＣＤＣ）のガイドラインに基づいて、手洗い、

滅菌方法、リネンや器材の消毒方法及び隔離予防策について定めています。 
 

３ 疾患別感染症予防対策について 

  肝炎ウイルス、ＭＲＳＡ、ＨＩＶ、結核など、感染症の原因となる細菌、ウイルスについて、想定

される感染経路、排菌者の早期発見、報告体制、感染防止に対する患者・家族への説明と指導、医療

従事者の心得など、それぞれについて、感染予防対策のマニュアルを策定しています。 

４ 血液等汚染事故対策について 

  患者の感染症の有無にかかわらず、患者に使用した器材等による針刺し、切創、及び血液・体液等

が傷のある皮膚に触れるなど、医療職員が暴露したものを血液等汚染事故としている。 
このような血液等汚染事故に対し、職員健康管理の面から、事故報告手続き、検査、薬剤の投与、

経過観察等について、対応を定めています。 

５ 感染症の院内サーベイランスについて 

院内における感染症の発生を抑制し、また発生した感染症に対して迅速な対応ができるよう、院内

で感染症のサーベイランスを実施しています。 

６ 院内感染防止に向けた職員研修について 

医療の安全管理を推進するためには、院内感染の発生防止は大変重要なことであり、血液等汚染事

故については、職員の意識啓発をすすめることで、事故防止にもつながります。 
このため、院内職員を対象として、結核などの感染症に関する講演会や、針刺し防止月間の設定な

ど、研修啓発活動を実施しています。 
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様式 5(2) 

 提  案  課  題 

番号 3-(1) 

項目 医療における安全管理 安全管理に基づく医療の提供 

ア ○ 安全管理の方針・組織責任体制について 

イ ○ 安全管理研修の内容・方法・対象について 

ウ ○ インシデントレポートの有効活用について 

エ ○ 安全管理上、特に重要な手術部門、集中治療部門の職員体制及び医療機器の管理・操作研修

などについて 

オ ○ その他安全管理に関することについて 

ア ○ 安全管理の方針・組織責任体制について 

 

方針 

1 把 握： 医療事故の発生要因を見据えるために、インシデントレポ－トの制度を整える

2 評 価： 提出されたレポ－トを定量分析、定性分析を行う 

3 対 応： 情報の共有化を図り、更に、再発防止策を策定する 

 

組織責任体制 

 医療事故防止活動を推進するメディカル・リスクマネ－ジメント（ＭＲＭ）体制を整える。 

1 ＭＲＭ委員会の設置   

2 安全管理担当の職員（リスクマネジャー）を配置 

 

実績 

 横浜赤十字病院では、平成１０年１０月２１日付で院内にＭＲＭ委員会を設置し、同時にイ

ンシデント／アクシデント／クレームのレポ－ティング制度を策定した。 

• ＭＲＭ委員会は、原則毎月第３木曜日に開催している。 

 （参考：平成１５年１１月現在で延べ５５回の委員会を運営） 

• 日本赤十字社のインシデントレポ－ト統計の定義に合致させた院内統計分析も実施し

た。 

 

 赤十字の「医療安全にかかる管理制度」については本社から適宜通知されており、各病院は

この通知に従い、更に安全管理レベルを高める努力をしている。 

例：ガ－ゼ管理、輸血管理、注射指示（指示受け）・準備（薬効確認）と実施、医療機器の

基本的取扱 等 

 

イ ○ 安全管理研修の内容・方法・対象について 

 

 横浜赤十字病院で実際に取り組んでいる医療事故を防止するための院内研修を継続発展させ

る。 

内容 内容 実施対象 目的 

安全管理の研修 職員研修 

（４ヶ月に一回） 

病院職員（リスクマ

ネジャ－を含む） 

ＭＲＭ委員会の活動の一

環 

医療安全の文化 近隣大学の医療安全管理

教授等の外部講師を招い

ての講演会 

同上 医療人としてのモチベ－

ションを高める 

Administrator
日本赤十字社の提案内容
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事前の対策 院内講師による集団討議 同上 多角的な検討を行い、効

率的な方法を探索する 

     
ウ ○ インシデントレポートの有効活用について 

 

 活用内容 

• 医療従事者の事故防止に対する意識を高揚させることで、注意を喚起する。 

• 他人のインシデント／アクシデントを病院内で共有することで、同様の事故を未然に防

止する。（例：ニュ－スの発行） 

• インシデント／アクシデントの統計分析し、発生状況の全体像を把握することで、効果

的な対策を打ち出す。 

• クレ－ムに至っていない医療事故を医事調整担当者が早い時期で認識することで、積極

的な対応を起こす 

 

 運用体制 

• ＭＲＭ委員会は、原則として毎月開催し、提出されたレポートの分類・分析を実施す

る。 

この検討経過を踏まえ「事故防止マニュアル」の更新（追録）を図る。 

 

エ ○ 安全管理上、特に重要な手術部門、集中治療部門の職員体制及び医療機器の管理・操作研

修などについて 

 

手術部門、集中治療部門はその性質上、①患者の入れ替わりが激しく看護師による患者の特定が

機械的となりやすい、②積極的加療や生命維持などのため、医療機器による患者の生命への影響

度が大きい、という特徴をもつ。これらを踏まえ、手術部門、集中治療部門に起こりやすい事故

を防止するため、下記の対策を講じる。 

 

職員体制・業務プロセス 

 過密・無理な労働による注意欠陥を防止するため、確実な勤務管理を行う。 

 

 重要な影響を及ぼす可能性のある業務にはダブルチェック体制を徹底する。 

 

 業務プロセスの簡素化、ＩＴシステムの活用などにより、ヒューマンエラーの発生する機会

を低減する。 

 

 横浜赤十字病院においては下記の取り組みを実施している。 

• 手術記録の徹底 

監視機器の完備 

監視記録の義務化 

映像記録の保存 

 

• 患者や患部の誤認防止 

前投薬の原則廃止（患者の「歩行入室」推奨） 

主治医立ち会いによる麻酔開始 

電子カルテの即時参照 

 

医療機器の管理・操作研修 
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 医療機器はＭＥセンターで一元管理し、臨床工学士はＭＥセンターに所属する。 

 

 医療機器の取扱・事故などに関する情報（院内・他施設）はＭＥセンターに集中させ、ここ

から院内に対し情報発信などを行う。 

 

 医療機器の操作研修は、①新しい職員の採用、②新しい機器の導入、③インシデント／アク

シデントの発生、などにあわせて、職員全体に向けて行う。 

 

 異なる使用方法が混在することによる混乱を防止するため、なるべく医療機器はメーカー・

種類を統一する。 

 

オ ○ その他安全管理に関することについて 

 

その他安全管理について、横浜赤十字病院において具体的に注意している点と主な取り組み内容

の例を挙げる。 

 

 緊急事態への対応 

• 防災避難訓練の徹底 

 

 医療技術水準の維持と向上 

• 学習・研修機会の確保 

• 院内教育プログラムの整備 

• 大学との連携 
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様式 5(2) 

 提  案  課  題 

番 号 3-(1) 

項 目 医療における安全管理 院内感染対策 

ア ○ 患者間における院内感染対策について 

イ ○ 患者から職員に対する感染対策について 

ウ ○ 職員を介しての患者への感染対策について 

ア ○ 患者間における院内感染対策について 
 
外来 
 かぜ症状の患者、あるいはインフルエンザを疑う患者の場合には、患者へのマスク

の着用を積極的に呼びかける。 
 

 呼吸器科外来待合領域をカーテンやパーティションを用いて囲い、他の患者への感

染を防ぐ。 
 
 小児感染症である麻疹や水痘（空気感染）、流行性耳下腺炎や風疹（飛沫感染）の

場合には、他の未罹患児への感染力が極めて強いため、小児科外来内に感染症専門

の診察室を設ける。 
 
病棟 
 結核を含む空気感染やインフルエンザ等の飛沫感染、又は接触感染の症状を呈して

いる場合には、個室または集団隔離とし、他の患者への感染を防ぐ。なお、患者の

移動は制限し、マスク着用を義務付ける。 
 

イ ○ 患者から職員に対する感染対策について 

 
 手袋装着の有無にかかわらず、全職員の手洗いを徹底し、特に医療従事者の一処置

完結後の手洗いを励行する。 
 
 呼吸器科や小児科等、あらかじめ感染症患者が来院することが予想される外来診療

部門においては、医師だけでなく全てのスタッフがマスク等を着用する。また、病

棟においても同様の注意を行う。 
 
 小児感染症の既往の無いスタッフには、予防接種を積極的にすすめる。 

 
 結核に対しては、上記の対策に加えて職員健康診断を励行し、早期発見に努める。 

 
 ＳＡＲＳ疑いの患者が来院した場合には、直ちにマニュアルに従い罹患の疑いのあ

る患者を捕捉し、感染拡大防止のための指示を出し、防護服を着用した職員が救急

外来へ案内する。 
標準予防策に加えて飛沫・接触感染予防策を徹底する。 

 
 
 B 型肝炎、C 型肝炎、HIV は、針刺し事故によって感染する確率が高いため、危険

性の低い器材の使用を促進すると同時に、感染防止のための職員教育を徹底する。

万が一事故が発生した場合には、それぞれのマニュアルに従う。 
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ウ ○ 職員を介しての患者への感染対策について 

 
 入院中の患者からのＭＲＳＡならびに緑膿菌が、職員を介して他の入院患者に感染

する可能性がもっとも高いため、出来得る限り感染患者を個室隔離もしくは集団隔

離して、病原の囲い込みを行う。 
 
 マニュアルに従い、医師、病棟スタッフ、面会者等を介した病院内の二次感染を予

防する。 

 

 定期的に発行される院内感染情報レポートをもとにして、最も効果的な抗菌薬剤を

選択する。 

 

 



指 針 名 等

医療従事者と患者が診療情報を共有し、
お互いの信頼関係を深めることで、より
質の高い医療を実現する

診療録、看護記録、処方せん、画像を含
む各種検査記録、検査結果報告書等、患
者の診療を目的として医療従事者が作成
した記録

診 療 情 報 の
提 供 方 法

目 的

１　患者本人（成人で判断能力がある場
　合）
２　患者の法定代理人
　　ただし、満15歳以上の未成年者に
　ついては、疾病の内容によっては本人
　のみの請求を認めることができる。
３　患者本人から代理権を与えられた親
　族
４　患者が成人で判断能力に疑義がある
　場合は、現実に患者の世話をしている
　親族及びこれに準ずる縁故者
５　診療契約に関する代理権が付与され
　ている任意後見人
６　患者死亡後は遺族（法定相続人）に
　限定する

「診療情報の提供に係る申込書」による

閲覧、写しの交付、要約書の交付

対 象 者

診 療 情 報 提 供 の
申 請 方 法

診 療 情 報 の
提 供 範 囲

１　患者本人
２　患者が未成年者の場合の法定代理人
　　ただし、患者が満15歳以上の未成
　年の場合については、判断能力が不十
　分な場合を除き、本人の同意を必要と
　する。
３　患者が成年被後見人である場合の成
　年後見人。患者が被補助人又は被保佐
　人である場合の医療契約について代理
　権を持つ補助人又は保佐人。患者が任
　意後見契約を締結している場合の医療
　契約について代理権を持つ任意後見人
４　患者が成年で判断能力が不十分な場
　合は、実質的に患者の世話を行ってい
　る親族又はそれに準ずる者
５　患者の同意を得た配偶者、３親等内
　の親族及び同居の親族

「診療情報の提供申出書」による

閲覧、写しの交付、要約書の交付、説明
文書の交付

横浜市立病院における診療情報の提供に
関する指針

診療情報の提供に関するガイドライン

医師が診療情報を積極的に提供すること
により、患者が疾病と診療の内容を十分
に理解し、医師と患者とが相互に信頼関
係を保ちながら、疾病を克服する

診療記録等（診療録、手術記録、麻酔記
録、各種検査記録、検査成績表、エック
ス線写真、助産録、看護記録、リハビリ
実施録、その他診療の過程で患者の身体
状況、病状等について作成、記録された
書面、画像等の一切）

閲覧の他は申出者が負担
閲覧の他は診療記録等の開示を求めた者
が負担

診 療 情 報 を 提 供
し な い 場 合

そ の 他
特 記 事 項

特になし
  　横浜市個人情報の保護に関する条例
　に定める本人開示請求制度により、開
　示請求することを妨げない

１　第三者の利益を害する恐れがあると
　き
２　患者本人の心身の状況を著しく損な
　うおそれがあるとき
３　そのほか、診療記録等の開示を不適
　当とする相当な事由が存在するとき

１　治療等への悪影響が懸念されるとき
２　第三者からの情報で、第三者の了解
　を得られないとき
３　関係者の権利利益を侵害するおそれ
　があるとき
４　患者が未成年者の場合で、法定代理
　人に提供することが当該未成年者の利
　益に反すると認められるとき

費 用 負 担

資 料 ８

項　　　目 横 浜 赤 十 字 病 院 市　立　病　院

市立病院と横浜赤十字病院のカルテ開示について



庶務課長

資 料 ９

市　民　病　院 港　湾　病　院 脳血管医療センター

市立病院の倫理委員会の委員構成

医事課長

センター長

副センター長

脳神経外科部長

薬剤科担当係長

看護部長

管理部長

内科診療担当部長

リハビリテーション科医長

看護部長

管理部長

病院長

副院長

内科部長

整形外科診療担当部長

麻酔科部長

放射線科診療担当部長

検査部長

外部委員

管理部長

外部委員

麻酔科部長

看護部長

がん検診センター所長

内科部長

副院長

病院長
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現港湾病院の医師の状況について 

 
 

 

 臨床経験を積むためなど、いわゆる大学の医局から派遣により病院間を異

動する医師は、現港湾病院では、現在、約３０名程度おります。 



平成１６年２月１日現在

人員

所長（嘱託） 1

小児科医 1

小児科医 1

小　計 3

18

資　料　１１

アレルギーセンター医師、看護職の状況

看護職

職　種 備　考

医　師

　日本アレルギー学会認定医、同指導医
　日本皮膚科学会専門医

　日本小児科学会専門医
　日本腎臓学会専門医

　日本アレルギー学会認定医
　日本小児科学会専門医



 
 
 

 

 

患者引継ぎに対する本市の費用について 

 
 

 平成 16 年度港湾病院再整備事業費、１６億２,９２０万１千円のうち、現港湾病院の患

者引継ぎ業務等に要する移転関連費用は８千万円を見込んでおり、その内容については次

のとおりです。 

 

○ 現病院患者さんの引継ぎについては、 

・患者情報（カルテ、検査データ等）の集約・移管準備 

・患者さんのサマリー作成 

・患者さんの移送及びカルテ等の搬送 

・放射性物質等の廃棄物処理 等 

を見込んでおります。 
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資料　14

12年度 13年度 14年度

外来 ８，８４９人 ９，１７６人 ９，５１６人

入院 ６，６７７人 ６，０９６人 ５，２２０人

12年度 13年度 14年度

外来 ２２人 １６人 １８人

入院 ７人 ５人 ６人

※外国人医療の未収患者数は、横浜市外国人救急医療対策費補
助金申請の際の人数

横浜赤十字病院の生活保護患者数

区分

生活保護
（延べ患者数）

外国人未収

外国人の未収患者数

区分



科 4月 5月 ６月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 合計
内 在院患者延数 1023 1146 1096 1003 1014 1024 1016 812 892 934 1091 1164 1017.9 12,215

新入院患者数 65 61 52 54 57 62 45 51 50 57 44 35 52.8 633
退院患者数 51 57 59 48 62 47 46 45 55 33 45 44 49.3 592

科 平均在院日数(日) 17.6 19.4 19.7 19.7 17.0 18.8 22.3 16.9 17.0 20.8 24.5 29.5 19.9
呼 在院患者延数 761 908 957 1114 1171 748 793 969 1045 1235 1086 928 976.3 11,715
吸 新入院患者数 37 56 47 63 44 43 45 45 56 63 46 43 49.0 588
器 退院患者数 39 46 50 48 64 31 41 46 58 57 46 47 47.8 573
科 平均在院日数(日) 20.0 17.8 19.7 20.1 21.7 20.2 18.4 21.3 18.3 20.6 23.6 20.6 20.2
消 在院患者延数 953 940 749 689 590 594 778 940 900 804 805 829 797.6 9,571
化 新入院患者数 41 54 39 37 44 43 59 60 53 57 48 42 48.1 577
器 退院患者数 45 34 39 39 41 36 36 56 61 45 40 53 43.8 525
科 平均在院日数(日) 22.2 21.4 19.2 18.1 13.9 15.0 16.4 16.2 15.8 15.8 18.3 17.5 17.4
循 在院患者延数 806 657 911 780 718 853 708 891 925 763 831 759 800.2 9,602
環 新入院患者数 63 52 88 72 84 73 88 115 89 91 74 86 81.3 975
器 退院患者数 78 47 86 79 77 72 93 110 96 84 70 94 82.2 986
科 平均在院日数(日) 11.4 13.3 10.5 10.3 8.9 11.8 7.8 7.9 10.0 8.7 11.5 8.4 9.8
小 在院患者延数 210 147 223 128 109 107 146 128 207 164 115 151 152.9 1,835
児 新入院患者数 29 24 37 22 11 16 27 31 33 28 18 33 25.8 309
科 退院患者数 30 23 33 26 16 11 31 27 32 29 17 34 25.8 309

平均在院日数(日) 7.1 6.3 6.4 5.3 8.1 7.9 5.0 4.4 6.4 5.8 6.6 4.5 5.9
外 在院患者延数 1274 1279 1418 1375 1249 1121 1331 1434 1276 983 897 1116 1229.4 14,753

新入院患者数 47 71 47 51 54 37 60 51 59 44 52 55 52.3 628
退院患者数 62 60 55 54 65 48 62 50 85 35 46 70 57.7 692

科 平均在院日数(日) 23.4 19.5 27.8 26.2 21.0 26.4 21.8 28.4 17.7 24.9 18.3 17.9 22.4
整 在院患者延数 653 731 785 699 625 664 672 509 596 667 614 548 646.9 7,763
形 新入院患者数 13 20 21 24 16 18 18 19 26 17 17 11 18.3 220
外 退院患者数 17 16 23 19 20 13 17 21 23 16 10 20 17.9 215
科 平均在院日数(日) 43.5 40.6 35.7 32.5 34.7 42.8 38.4 25.5 24.3 40.4 45.5 35.4 35.7
脳 在院患者延数 340 409 297 332 234 258 312 290 338 297 288 276 305.9 3,671
外 新入院患者数 12 11 15 11 12 9 9 13 9 15 8 8 11.0 132
科 退院患者数 5 12 14 11 13 8 7 10 14 8 10 9 10.1 121

平均在院日数(日) 40.0 35.6 20.5 30.2 18.7 30.4 39.0 25.2 29.4 25.8 32.0 32.5 29.0
産 在院患者延数 484 366 460 681 621 598 568 443 540 459 482 544 520.5 6,246
婦 新入院患者数 40 41 50 43 47 36 43 30 61 40 35 45 42.6 511
人 退院患者数 38 46 41 35 42 40 42 32 58 36 28 44 40.2 482
科 平均在院日数(日) 12.4 8.4 10.1 17.5 14.0 15.7 13.4 14.3 9.1 12.1 15.3 12.2 12.6
眼 在院患者延数 22 79 76 95 51 75 83 79 35 45 60 53 62.8 753

新入院患者数 7 15 11 16 11 12 23 12 8 11 11 12 12.4 149
退院患者数 7 13 11 15 14 14 18 19 9 12 8 16 13.0 156

科 平均在院日数(日) 3.1 5.6 6.9 6.1 4.1 5.8 4.0 5.1 4.1 3.9 6.3 3.8 4.9
耳 在院患者延数 378 319 442 513 349 406 319 326 359 330 382 514 386.4 4,637
鼻 新入院患者数 54 48 55 71 41 58 35 43 37 41 44 60 48.9 587
科 退院患者数 59 43 51 69 45 54 51 27 55 30 41 57 48.5 582

平均在院日数(日) 6.7 7.0 8.3 7.3 8.1 7.3 7.4 9.3 7.8 9.3 9.0 8.8 7.9
皮 在院患者延数 202 199 157 152 150 130 147 52 193 175 129 98 148.7 1,784
膚 新入院患者数 21 21 18 17 15 17 15 7 24 18 11 13 16.4 197
科 退院患者数 17 29 13 17 18 16 13 11 20 14 13 15 16.3 196

平均在院日数(日) 10.6 8.0 10.1 8.9 9.1 7.9 10.5 5.8 8.8 10.9 10.8 7.0 9.1
泌 在院患者延数 773 820 957 888 910 1022 860 705 735 818 699 735 826.8 9,922
尿 新入院患者数 57 53 46 61 82 58 50 47 52 52 53 62 56.1 673
器 退院患者数 56 48 56 60 70 57 63 51 54 44 52 58 55.8 669
科 平均在院日数(日) 13.7 16.2 18.8 14.7 12.0 17.8 15.2 14.4 13.9 17.0 13.3 12.3 14.8

合 在院患者延数 7879 8000 8528 8449 7791 7600 7733 7578 8041 7674 7479 7715 7872.3 94,467

新入院患者数 486 527 526 542 518 482 517 524 557 534 461 505 514.9 6,179

退院患者数 504 474 531 520 547 447 520 505 620 443 426 561 508.2 6,098

計 平均在院日数(日) 15.9 16.0 16.1 15.9 14.6 16.4 14.9 14.7 13.7 15.7 16.9 14.5 15.4
　　　※①平均在院日数=在院患者延数÷(新入院患者数＋退院患者数)÷2  ②医療保険患者を対象とし、自費・労災患者及び所定状態にある長期老人患者を除く。

平成14年度　科別平均在院日数

資料 15

横浜赤十字病院の平均在院日数、科別患者数







資料　16

平成16年2月1日現在

職種

医師

看護職

医療技術職

事務

その他

合計

人数 平均年齢

横浜赤十字病院職員の職種別構成、平均年齢

51 40.7

210 31.7

48 41.7

53 39.8

50 46.6

412 36.8



Administrator
資料１７
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 1 

日 本 赤 十 字 社 定 款 

 
昭和27年10月31日 

本 達 甲 第 ３ 号 

 

[厚生大臣認可] 

 

             沿革 昭和31年４月１日本達甲第１号  昭和32年４月５日本達甲第１号 

昭和38年６月20日本達甲第１号  昭和39年５月28日本達甲第３号 

昭和39年12月14日本達甲第５号  昭和40年４月26日本達甲第４号 

昭和43年３月21日本達甲第１号  昭和46年４月１日本達甲第４号 

昭和47年５月15日本達甲第３号  昭和49年11月７日本達甲第８号 

昭和50年４月１日本達甲第５号  昭和51年４月１日本達甲第４号 

昭和52年４月１日本達甲第１号  昭和54年３月30日本達甲第４号 

昭和55年３月15日本達甲第２号  昭和61年４月１日本達甲第７号 

平成元年４月１日本達甲第１号  平成４年３月31日本達甲第３号 

平成13年６月１日本達甲第１号  平成13年10月23日本達甲第４号 

平成14年３月27日本達甲第３号  平成15年３月24日本達甲第２号 

 

 

日本赤十字社定款を別冊のとおり改正する。 

（別冊） 

   日本赤＋字社定款 

目次 

 第１章 総則（第１条－第１０条） 

 第２章 社員（第１１条－第１８条） 

 第３章 名誉総裁、名誉副総裁、顧問及び参与（第１９条－第２１条） 

 第４章 役員及び理事会（第２２条－第３４条） 
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   第１章 総則 
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第１条 本社は、日本赤十字社法（昭和２７年法律第３０５号）に基いて設立された法

人とする。 

第２条 本社は、日本赤十字社と称する。 

第３条 本社は、赤十字に関する諸条約及び赤十字国際会議において決議された諸原則

の精神にのつとり、赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目的とする。 

第４条 本社は、赤十字に関する国際機関及び各国赤十字社と協調を保ち、国際赤十字

事業の発展に協力し、世界の平和と人類の福祉に貢献するよう努める。 

第５条 本社は、赤十字の基本的原則に従いその自主性を堅持して運営する。 

第６条 本社の標章は、白地赤十字とする。 

第７条 本社は、主たる事務所を東京都港区芝大門一丁目１番３号に置く。 

第８条 本社の公告は、社長の指定する本社発行の定期刊行物によつて行うほか、官報

に掲載して行う。 

第９条 この定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けて行う。 

第１０条 本社は、法律によるのでなければ解散しない。 

 

   第２章 社員 

第１１条 本社は、社員をもつて組織する。 

第１２条 何人も、社員となるにつき、及び社員の権利義務につき、人種、国籍、信条、

性別、社会的身分又は門地によつて、差別されることがない。 

第１３条 社員として加入しようとする者は、別に定める規則に従つて、その申込をし

なければならない。 

２ 本社の業務に功労のあつた者は、前項の規定にかかわらず、理事会の議決により、

社員とすることができる。 

第１４条 社員は、何時でも脱退することができる。 

２ 社員は、左に掲げる事由によつて脱退する。 

 (1) 死亡（法人の場合にあつては、解散） 

 (2) 社費の未納額が、毎年納めるべき額の３倍に達したこと。 

 (3) 除名 

３ 除名は、左の各号の一に該当する社員につき、代議員会の議決によつてこれをする

ことができる。この場合においては、その代議員会の会日から７日前までに、その社

員に対しその旨を通知し、且つ、代議員会において弁明する機会を与えなければなら

ない。 

 (1) 本社の名誉をき
・
損した社員 

 (2) 本社の信用をき
・
損し、又は本社の業務を妨げる行為をした社員 

４ 除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもつてその社員に対抗す

ることができない。 
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第１５条 社員は、左に掲げる権利を有する。 

 (1) 日本赤十字社法及びこの定款の定めるところにより、本社の役員及び代議員を選

出し、並びにこれらの者に選出されること。 

 (2) 毎事業年度の本社の業務及び収支決算の報告を受けること。 

 (3) 本社に対し、その業務の運営に関し、代議員を通じて意見を述べること。 

２ 法人が社員となつた場合は、前項に規定する社員の権利（役員に選出される権利を

除く。）は、その法人を代表する役員が行う。 

３ 第１項第２号の報告は、公告をもつて、代えることができる。 

第１６条 社員は、社費として年額５００円以上を納めるものとする。 

２ 第１３条第２項の規定により社員となつた者は、前項の規定にかかわらず、社費を

納めないことができる。 

３ 社員に対しては、別に定める規則により、社員章を交付する。 

第１７条 多額の社費を納めた社員又は本社の業務について特別の功労のあった社員

に対しては別に定める規則により、特別社員の称号をおくる。 

２ 本社に重要な関係があると認められる社員に対しては、理事会の議決を経て、名誉

社員の称号をおくり、別に定める規則により、名誉社員章を交付する。 

第１８条 社員又はその他の者であつて本社の業務について著しい功労のあつた者に

対しては、別に定める規則により、有功章をおくる。 

２ 前項の規定により有功章をおくられた社員は、第１６条第１項の規定にかかわらず、

社費を納めないことができる。 

 

   第３章 名誉総裁、名誉副総裁、顧問及び参与 

第１９条 本社は、皇后陛下を名誉総裁に奉戴する。 

第２０条 本社は、皇族を名誉副総裁に推戴する。 

第２１条 本社に、顧間及び参与を置き、社長が委嘱する。 

２ 顧問及び参与は、本社の重要な業務につき、社長の諮問に答え、又は意見を述べる。 

 

   第４章 役員、理事会等 

第２２条 本社に、役員として、社長１人、副社長２人以内、理事６１人及び監事３人

を置く。 

第２３条 社長は、本社を代表し、その業務を総理する。 

２ 副社長は、社長の定めるところにより、本社を代表し、社長を補佐して本社の業務

を掌理し、社長に事故があるときはその職務を代行し、社長が欠員のときはその職務

を行う。 

３ 理事は、社長の定めるところにより、本社を代表し、社長及び副社長を補佐して本

社の業務を掌理し、社長及び副社長にともに事故があるときはその職務を代行し、社
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長及び副社長がともに欠員のときはその職務を行う。 

４ 監事は、本社の業務を監査する。 

第２４条 社長、副社長及び監事は、社員の中から、代議員会において、選出する。 

２ 理事のうち、４７人は、各支部１人の割をもつて代議員の中から、１４人は、本社

の業務に関し特に関係のある者であつて社員であるものの中から、代議員会において、

選出する。 

第２５条 理事のうち、その定数の５分の１をこえる者が欠けたときは、１箇月以内に

これを補充しなければならない。 

第２６条 役員の任期は、３年とする。 

２ 代議員の中から選出された理事は、代議員でなくなつても、前項の任期中、なおそ

の職にあるものとする。 

第２７条 役員は、他の役員又は有給職員と兼ねてはならない。 

第２８条 役員は、名誉職とする。 

２ 常時勤務する役員には、勤務に相当する報酬を給することができる。 

第２９条 代議員会は、役員が心身の故障のため職務の執行の任にたえないと認めると

き、又は役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行があると認めるとき

は、その役員の解任を議決することができる。 

２ 前項の場合においては、その会日から７日前までに、その役員に対しその旨を通知

し、且つ、代議員会において弁明する機会を与えなければならない。 

第３０条 日本赤十字社法第３８条（解任勧告）の規定に基き、厚生労働大臣より本社

の役員についてその解任の勧告があつた場合には、すみやかに代議員会の議に付さな

ければならない。 

第３１条 社長、副社長及び理事をもつて理事会を構成し、理事会は、本社の重要な業

務の執行について審議する。 

２ 理事会は、社長が招集し、社長がその議長となる。 

３ 理事会は、理事会を構成する役員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くこ

とができない。 

４ 理事会に出席しない者でも、文書をもって他の出席した理事会を構成する役員に委

任したときは、前項の適用については、出席とみなす。 

５ 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

第３２条 左に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。但し、定例に属する

事項は、この限りでない。 

 (1) 代議員会に付議すべき事項 

 (2) 諸規程の制定及び改廃 

  (3) １件につき金額１億円以上の借入金（短期借入金を除く。） 
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 (4) １件につき金額５，０００万円以上の不動産の処分 

  (5) 重要な契約又は協約 

 (6) その他社長が特に必要と認めた事項 

第３３条 理事会に、常任理事会を置き、理事会において委任した事項について審議す

る。 

２ 常任理事会は、社長、副社長及び理事１２人以内をもって構成する。 

３ 常任理事会の理事は、理事の互選とする。 

４ 常任理事会の理事に欠員を生じたときは、その補欠に係る理事は、社長が指名する。

この場合においては次の理事会において、その同意を得なければならない。 

５ 理事会は、第１項の規定により常任理事会に委任した事項については、常任理事会

の議決をもつて理事会の議決とすることができる。 

第３４条 この定款に規定する事項のほか、理事会及び常任理事会の運営に関する事項

は、理事会で定める。 

第３４条の２ 多年社長の職にあつて、本社の事業について、著しい功労のあつた者に

対しては、代議員会の議決を経て、名誉社長の称号をおくることができる。 

 

   第５章 代議員及び代議員会 

第３５条 本社に代議員会を置く。 

２ 代議員の定数は、２２３人とする。 

３ 代議員会は、社員の中から選出された代議員をもつて組織する。 

第３６条 代議員は、各支部の評議員会において選出する。 

２ 各支部の評議員会において選出すべき代議員の数は、別表第１のとおりとする。 

第３７条 左に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。但し、代議員会

が軽微と認めた事項は、この限りでない。 

 (1) 収支予算 

 (2) 事業計画 

 (3) 収支決算の承認 

 (4) 定款の変更 

 (5) 名誉副総裁の推戴 

 (6) その他社長が特に必要と認めた事項 

第３８条 代議員の任期は、３年とする。但し、補欠の代議員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

第３９条 代議員は、有給職員と兼ねてはならない。 

第４０条 代議員は名誉職とする。 

第４１条 代議員会は、少くとも毎年１回社長が招集し、社長がその議長となる。 

２ 監事又は代議員の５分の１以上から、会議の目的たる事項を示して請求のあつたと
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きは、３０日以内に代議員会を招集しなければならない。 

第４２条 代議員会を招集するときは、会日の少くとも５日前に会議の目的たる事項を

通知しなければならない。但し、緊急の場合に際し代議員会を招集する場合において

は、この限りでない。 

第４３条 代議員会は、代議員２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができ

ない。 

２ 代議員会に出席しない者でも、文書をもつて、議案に対して賛否の意見を提出し、

又は文書をもつて他の出席した代議員に委任したときは、前項及び第４５条の規定の

適用については、出席とみなす。 

３ 第２９条又は第３０条の規定による議決をなす場合には、前項の規定は、適用しな

い。 

第４４条 同一議案につき再度代議員会を招集した場合又は緊急の場合に際し代議員

会を招集した場合においては、前条第１項の規定にかかわらず、会議を開くことがで

きる。 

第４５条 代議員会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

第４６条 社長は、特別の事情があるときは、代議員会を招集しないで、代議員に議案

を送付し、文書をもつて賛否の意見を徴し、会議に代えることができる。 

 

   第６章 業務及びその執行 

第４７条 本社は、第３条の目的を達成するため、左に掲げる業務を行う。 

 (1) 戦時、事変等において、赤十字に関する諸条約に基き、戦傷病者の救護、捕虜抑

留者の援護及び文民の保護に従事すること。 

 (2) 地震、火災、風水害その他の非常災害時又は伝染病流行時において、傷病その他

の災や
・
く
・
を受けた者の救護を行うこと。 

 (3) 常時、健康の増進、疾病の予防、苦痛の軽減その他社会奉仕のために必要な事業

を行うこと。 

 (4) 前各号に掲げる業務のほか、第３条の目的を達成するために必要な業務 

２ 前項第１号及び第２号に掲げる業務には、国の委託を受けて行うものを含むものと

する。 

第４８条 本社は、前条の業務を遂行するため、左に掲げる事業を行う。 

 (1) 救護員を確保し、その養成訓練を行い、救護材料を準備するほか、救護に関する

組織及び装備を整備すること。 

 (2) 安否調査、赤十字通信その他捕虜抑留者の援護に必要な事業を行うこと。 

 (3) 病院及び診療所を経営すること。 

 (4) 血液センターの経営その他血液事業の普及発達を図ること。 
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 (5) 救急法、水上安全法その他の安全事業を普及し、その指導を行うこと。 

 (6) 家庭看護法を普及するほか、巡回診療その他による保健指導を行うこと。 

 (7) 赤十字奉仕団の育成及び指導並びに青少年赤十字の普及を行うこと。 

 (8) 身体障害者の更生援護に必要な事業及び施設を経営すること。 

 (9) 児童及び妊産婦の保護その他社会福祉のために必要な事業及び施設を経営する

こと。 

 (10) 赤十字に関する諸条約の周知徹底を図ること。 

 (11) 赤十字精神の普及並びに社旨の普及宣伝を行うこと。 

 (12) その他前条の業務に関連して必要と認められる事業 

第４９条 本社は、第４７条第１項第１号及び第２号に掲げる業務（以下「救護業務」

という。）に従事させるために必要な者（以下「救護員」という。）を常時確保する。 

２ 前項の救護員の確保は、一定の計画に基き、必要な要員を登録して行う。 

３ 救護員の委嘱その他救護員に関する事項は、別に規則をもつて定める。 

第５０条 本社は、前条第１項の救護員を確保するために、看護師を養成し、必要があ

るときは、医師その他の特殊技能者を養成する。 

２ 前項の養成は、別に定める規則により、学資その他を負担して本社の目的、特に本

社の行う救護業務に深い理解を有する者について行う。 

第５１条 本社は、救護員が本社の行う救護業務に従事した場合においては、別に定め

る規則により、その実費を弁償する。 

第５２条 本社は、救護員が本社の行う救護業務に従事し、これがため負傷し、疾病に

かかり、又は死亡した場合においては、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第

２４条（従事命令）の規定により救助に関する業務に従事した者に係る扶助金に関す

る同法の規定の例により、別に定める規則により扶助金を支給する。 

第５３条 本社は、その業務を執行するため、必要な職員を置く。 

２ 職員に関する事項は、別に規則をもつて定める。 

 

   第７章 資産及び会計 

第５４条 本社の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

第５５条 本社の資産は、左に掲げるものより成る。 

 (1) 本社の所有する動産及び不動産 

 (2) 社費、事業収入及び寄附金品 

 (3) 委託収入及び補助金 

 (4) 資産より生ずる収入 

 (5) その他の収入 

第５６条 本社の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。 

２ 特別会計は、本社が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う
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場合、その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般歳入歳出と区分して経理する

必要がある場合に限り、設置するものとする。 

第５７条 歳入歳出は、すべて、収支予算に編入するものとする。 

第５８条 本社に、非常の場合に処するため、特別準備基金を設置する。 

２ 特別準備基金は、他の資産と区別して管理し、第４７条第１項第１号及び第２号に

掲げる業務のために要する経費に充てる場合を除いて、これを運用し、費消し、又は

流用してはならない。 

第５９条 本社は、代議員会の議決を経て、特別の用途に充てるため資金を積み立てる

ことができる。 

第６０条 資産の管理、処分その他については、別に規則をもつて定める。 

 

   第８章 支部 

第６１条 本社は、都道府県の区域に支部を置き、その都道府県名を冠称する。 

２ 支部の下部機関として、福祉事務所（市及び都の区の区域を所管する福祉事務所を

除く。）の所管区域並びに市（地区本部を置く市を除く。）及び都又は市の区（以下

「区」という。）の区域に地区を、町村の区域に分区を置き、それぞれその地方名を

冠称する。但し、特別の事情があるときは、本文の区域によらないで別に区域を定め

て地区を置き、又は市（地区本部を置く市を除く。）若しくは区の区域につき区域を

分けて、その区域ごとに分区を置くことができる。 

３ 政令指定都市（地方自治法第２５２条の１９に規定する指定都市をいう。）に、前

項の規定による地区を総轄するため、地区本部を置き、その市名を冠称する。 

第６２条 支部に、支部長１人、副支部長３人以内及び監査委員３人以内を置く。 

２ 支部長は、支部の業務を管理する。 

３ 副支部長は、支部長の定めるところにより、支部長を補佐し、支部長に事故がある

ときはその職務を代行し、支部長が欠員のときはその職務を行う。 

４ 監査委員は、支部及びその下部機関における業務の管理、執行及び会計を監査する。 

第６３条 支部に、支部顧問及び支部参与を置くことができる。 

２ 支部顧問及び支部参与は、支部長の諮問に答え、又は意見を述べる。 

第６４条 支部長、副支部長及び監査委員は、支部の区域内における社員の中から評議

員会において選出した者につき、社長が委嘱する。 

２ 支部顧問及び支部参与は、支部長の推薦により社長が委嘱する。 

第６５条 監査委員は、支部長、副支部長又は有給職員と兼ねてはならない。 

第６６条 支部に、支部の業務につき協賛を求めるため、協賛委員を置き、支部長が委

嘱する。 

第６７条 地区本部に、地区本部長１人及び副地区本部長２人以内を置く。 

２ 地区に、地区長１人及び副地区長２人以内を置く。 
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３ 分区に、分区長１人及び副分区長２人以内を置く。 

第６８条 地区本部長、副地区本部長、地区長、副地区長、分区長及び副分区長は、各

当該区域内における社員の中から、支部長の推薦により、社長が委嘱する。 

２ 地区本部長、地区長及び分区長は、各当該区域内における業務を掌る。 

３ 副地区本部長、副地区長及び副分区長は、それぞれ地区本部長、地区長又は分区長

の定めるところにより、地区本部長、地区長又は分区長を補佐し、地区本部長、地区

長又は分区長に事故があるときはその職務を代行し、その欠員のときはその職務を行

う。 

第６９条 支部長、副支部長及び監査委員の任期は、３年とする。 

第７０条 支部に、評議員会を置く。 

２ 評議員会は、支部の区域内における社員（法人が社員となつた場合は、その法人を

代表する役員）の中から選出された評議員をもつて組織する。 

３ 評議員会は、支部長が必要があると認めた場合に招集し、支部長がその議長となる。 

第７１条 評議員会は、支部の重要な業務について、審議し、又は支部長の諮問に答え

るほか、代議員、支部長、副支部長及び監査委員の選出にあたる。 

第７２条 評議員の定数は、別表第２のとおりとする。但し、支部の事情により社長に

おいて特に必要があると認めたときは、定数を増加することができる。 

第７３条 評議員は、各地区の区域において、選出する。但し、必要がある場合は、評

議員の定数の５分の１をこえない評議員につき、地区の区域によらないで、支部の業

務に関係のある者であつて社員であるものの中から、支部長が選出することができる。 

２ 各地区の区域において選出すべき評議員の数及び前項但書の規定により選出すべ

き評議員の数は、支部長が定める。 

３ 前２項の規定により選出すべき評議員の数は、一般選出を行う場合でなければ、こ

れを増減することができない。 

第７４条 各地区の区域において選出すべき評議員の選出は、市若しくは区の地区又は

各分区における社員の中からその都度選出された評議員推薦委員によつて行う。 

２ 評議員推薦委員の選出に関し必要な事項は、別に規則をもつて定める。 

第７５条 評議員の任期は、３年とする。但し、補欠の評議員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

第７６条 支部長、副支部長、監査委員、支部顧問、支部参与、地区本部長、副地区本

部長、地区長、副地区長、分区長、副分区長及び評議員並びに協賛委員は、名誉職と

する。 

第７７条 この定款で定めるもののほか、支部に関し必要な事項は、別に規則をもつて

定める。 

 

附 則 
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１ この定款は、認可の日から施行する。但し、この定款施行の際現に存する日本赤十

字社（以下「旧法人」という。）の定款は、旧法人が日本赤十字社法による日本赤十

字社（以下「新法人」という。）となるまでの間、旧法人に関しなおその効力を有す

るものとする。 

 【註】 「認可の日」＝昭和27年10月31日 

２ 組織変更の際に選出すべき評議員の選出に関する第８章の規定の適用については、

同章中支部、地区、分区、社長及び支部長とあるのは、それぞれ旧法人の支部、委員

部、分区、社長及び支部長と読み替えるものとする。 

３ 組織変更の際における第７４条第１項の規定による評議員推薦委員の選出に関し

必要な事項は、同条第２項の規定にかかわらず、旧法人の社長が定める。 

４ 旧法人の正社員、終身正社員、特別社員及び名誉社員は、旧法人が新法人となつた

日において、第１３条第１項の規定による社員とする。但し、終身正社員、特別社員

又は名誉社員であつた者は、第１６条第１項の規定による社費を納めないことができ

る。 

５ 旧法人の特別社員及び名誉社員は、旧法人が新法人となつた日において、第１７条

の規定による特別社員又は名誉社員の称号をおくつたものとする。 

６ 旧法人の業務運営上の諸規程は、この定款に抵触するものを除き、新法人の業務運

営上の諸規程が施行されるまでの間、それぞれ有効とする。 

 

   附 則〔昭和38年６月20日本達甲第１号〕 

 この定款は、昭和３８年６月２０日から施行する。 

 

   附 則〔昭和39年５月28日本達甲第３号〕 

 この改正による改正後の規定は、認可の日から施行する。 

【註】 「認可の日」＝昭和39年５月28日 

 

   附 則〔昭和39年12月14日本達甲第５号〕 

 この改正による改正後の規定は、昭和３９年１２月１４日から施行する。 

 

   附 則〔昭和40年４月26日本達甲第４号〕 

 この改正による改正後の規定は、昭和４０年４月２６日から施行する。 

 

附 則〔昭和43年３月21日本達甲第１号〕 

この改正による改正後の規定は、厚生大臣の認可の日から施行する。 

【註】 「認可の日」＝昭和43年３月21日 
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附 則〔昭和46年４月１日本達甲第４号〕 

 この改正による改正後の規定は、厚生大臣の認可の日から施行する。 

【註】 「認可の日」＝昭和46年４月１日 

 

附 則〔昭和47年５月15日本達甲第３号〕 

 この改正による改正後の規定は、昭和４７年５月１５日から施行する。 

 

附 則〔昭和49年11月７日本達甲第８号〕 

１ この改正による改正後の規定は、厚生大臣の認可の日から施行する。 

【註】 「認可の日」＝昭和49年11月７日 

 

附 則〔昭和50年４月１日本達甲第５号〕 

この改正による改正後の規定は、厚生大臣の認可の日から施行する。 

【註】 「認可の日」＝昭和50年４月１日 

 

附 則〔昭和51年４月１日本達甲第４号〕 

１ この変更の規定は、昭和５１年４月１日から施行する。 

２ この変更の規定の施行の際、現に沖縄県支部の支部長、副支部長及び監査委員並び

に地区長、副地区長、分区長及び副分区長の職にある者については、なお従前の例に

よる。 

 

附 則〔昭和52年４月１日本達甲第１号〕 

この変更の規定は、昭和５２年４月１日から施行する。但し、第７条の改正規定は、

昭和５２年４月２０日から施行する。 

 

附 則〔昭和54年３月30日本達甲第４号〕 

この変更の規定は、昭和５４年４月１日から施行する。 

但し、第１７条の改正規定は昭和５４年１０月１日から施行する。 

 

附 則〔昭和55年３月15日本達甲第２号〕 

この変更の規定は、昭和５５年４月１日から施行する。 

 

附 則〔昭和61年４月１日本達甲第７号〕 

１ この変更の規定は、厚生大臣の認可の日から施行する。 

【註】 「認可の日」＝昭和61年４月１日 

２ この定款施行の際現に社員である者が納める社費の年額は、変更後の第１６条の規
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定にかかわらず、昭和６４年３月３１日までは、なお従前の例によることができる。 

 

附 則〔平成元年４月１日本達甲第１号〕 

この変更の規定は、平成元年４月１日から施行する。 

 

附 則〔平成４年３月31日本達甲第３号〕 

この変更の規定は、平成４年４月１日から施行する。 

 

附 則〔平成13年６月１日本達甲第１号〕 

この変更は、平成１３年６月１日から施行し、変更後の規定は、平成１３年１月６日

から適用する。 

 

附 則〔平成13年10月23日本達甲第４号〕 

この変更は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

附 則〔平成14年３月27日本達甲第３号〕 

この変更は、平成１４年３月２７日から施行し、変更後の規定は、平成１４年３月１

日から適用する。 

 

附 則〔平成15年３月24日本達甲第２号〕 

 この変更は、平成１５年４月１日から施行する。 
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別表第１ 

  北海道支部 １１人   石川県支部  ３人   岡山県支部  ５人 

  青森県支部  ３人   福井県支部  ２人   広島県支部  ６人 

  岩手県支部  ４人   山梨県支部  ２人   山口県支部  ４人 

  宮城県支部  ４人   長野県支部  ６人   徳島県支部  ２人 

  秋田県支部  ４人   岐阜県支部  ４人   香川県支部  ３人 

  山形県支部  ４人   静岡県支部  ７人   愛媛県支部  ４人 

  福島県支部  ６人   愛知県支部  ９人   高知県支部  ２人 

  茨城県支部  ６人   三重県支部  ４人   福岡県支部  ９人 

  栃木県支部  ５人   滋賀県支部  ２人   佐賀県支部  ２人 

  群馬県支部  ５人   京都府支部  ５人   長崎県支部  ４人 

  埼玉県支部  ６人   大阪府支部  ９人   熊本県支部  ５人 

  千葉県支部  ６人   兵庫県支部  ９人   大分県支部  ３人 

  東京都支部 １３人   奈良県支部  ２人   宮崎県支部  ３人 

  神奈川県支部  ６人   和歌山県支部  ３人   鹿児島県支部  ５人 

  新潟県支部  ７人   鳥取県支部  ２人   沖縄県支部  ２人 

  富山県支部  ３人   島根県支部  ２人 

 

別表第２ 

  北海道支部 ４５人   石川県支部 ２０人   岡山県支部 ２５人 

  青森県支部 ２５人   福井県支部 ２０人   広島県支部 ３０人 

  岩手県支部 ２５人   山梨県支部 ２０人   山口県支部 ２５人 

  宮城県支部 ２５人   長野県支部 ３０人   徳島県支部 ２０人 

  秋田県支部 ２５人   岐阜県支部 ２５人   香川県支部 ２０人 

  山形県支部 ２５人   静岡県支部 ３５人   愛媛県支部 ２５人 

  福島県支部 ３０人   愛知県支部 ４０人   高知県支部 ２０人 

  茨城県支部 ３０人   三重県支部 ２５人   福岡県支部 ４０人 

  栃木県支部 ２５人   滋賀県支部 ２０人   佐賀県支部 ２０人 

  群馬県支部 ２５人   京都府支部 ３０人   長崎県支部 ２５人 

  埼玉県支部 ３０人   大阪府支部 ４５人   熊本県支部 ３０人 

  千葉県支部 ３０人   兵庫県支部 ４０人   大分県支部 ２５人 

  東京都支部 ６０人   奈良県支部 ２０人   宮崎県支部 ２５人 

  神奈川県支部 ３５人   和歌山県支部 ２０人   鹿児島県支部 ３０人 

  新潟県支部 ３０人   鳥取県支部 ２０人   沖縄県支部 ２０人 

  富山県支部 ２５人   島根県支部 ２０人 



 
日本赤十字社の理念について 

 

 

１ 日本赤十字社法（昭和27年法律第305号）（抜粋） 

（目的） 

第１条 日本赤十字社は、赤十字に関する諸条約及び赤十字国際会議において決議された諸原

則の精神にのっとり、赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目的とする。 

 

２ 日本赤十字社の沿革 

  明治10年（1877年）    「博愛社」創設、西南戦争の負傷者の救護を開始 

  明治19年（1886年）    ジュネーブ条約に加入 

  明治20年（1887年）    「日本赤十字社」に改名 

    ↓ 

  昭和27年（1952年）    「日本赤十字社法」制定 

 

３ 日本赤十字社の活動 

 ○ 国際救援活動や国内の災害救助活動、講習普及事業、青少年赤十字活動など 

 ○ 全国９１の赤十字病院の運営（各病院は独立採算制） 

 ○ 血液事業 

 ○ 社会福祉施設の運営 

 

４ ７つの赤十字の基本原則 

1965年に開催された第20回赤十字国際会議で「赤十字基本原則」が決議され、宣言された。 

(1) 人道（Humanity） 

   赤十字は、戦場において差別なく負傷者に救護を与えたいという願いから生まれ、あらゆ

る状況下において人間の苦痛を予防し軽減することに、国際的及び国内的に努力する。その

目的は生命と健康を守り、人間の尊重を確保することにある。赤十字は、すべての国民間の

相互理解、友情、協力、堅固な平和を助長する。 

 (2) 公平（Impartiality） 

赤十字は、国籍、人種、宗教、社会的地位、政治的意見によるいかなる差別をも行わず、

ただ苦痛の度合いにより個人を救うことに努め、その場合最も急を要する困苦を真っ先に取

り扱う。 

 (3) 中立（Neutrality） 

   赤十字は、戦闘行為の時いずれの側にも加わらず、どんな場合にも政治的、人種的、宗教

的、思想的性格の紛争には参加しない。 

 (4) 独立（Independence） 

各国の赤十字社は、その国の政府の人道的事業の補助者であり、その国の法律に従うが、

常に赤十字の諸原則に従って行動できるよう、その自主性を保たなければならない。 

 (5) 奉仕（Voluntary Service） 

赤十字は、利益を求めない奉仕的救護組織である。 

 (6) 単一（Unity） 

いかなる国にも赤十字社は１つしかありえず、すべての人に門戸を開き、その国の全土に

わたって人道的事業を行わなければならない。 

 (7) 世界性（Universality） 

赤十字は世界的機構で、すべての赤十字社は同等の権利と相互援助の義務を持つ。 

 

５ 参考（赤十字の発足について） 

スイス人アンリー・デュナンによる国際的中立の救護組織「赤十字」の創設の提唱により、

1863年にヨーロッパ16か国が参加して最初の国際会議が開かれ、赤十字規約が制定された。翌

1864年のスイス他15か国の外交会議で最初のジュネーブ条約（いわゆる赤十字条約）が調印さ

れ、国際赤十字組織が発足した。 







H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 計

63 56 59 62 47 47 47 47 47 48 524

企業債元利償還分
(2/3) 22 23 24 26 17 17 17 17 17 17 198

運営費等 41 33 34 35 30 30 30 30 30 31 327

67 60 63 66 51 51 51 51 51 52 564

企業債元利償還分
(2/3) 22 23 24 26 17 17 17 17 17 17 198

運営費等 45 37 38 39 34 34 34 34 34 35 366

28 24 20 23 30 30 30 30 30 30 276

企業債元利償還分
(2/3) 7 8 10 12 17 17 17 17 17 17 140

運営費等 21 15 10 11 13 13 13 13 13 13 136

34 33 38 38 17 17 17 17 17 18 249

38 37 42 42 21 21 21 21 21 22 288

（単位：億円）

試算１
(直営)

一般会計負担額

一般会計負担額

(試算１)－
(指定管理者制度)

一般会計負担額

一般会計負担額抑制効果約２５０億円から約２９０億円の根拠

指定管理者
制度

一般会計負担額

試算２
(直営)

（注）各項目ごとに四捨五入し、億円単位で表示しているため、各項目の数値の計が合計と一致しない場合がある。

(試算2)－
(指定管理者制度)

一般会計負担額

資　料　２０




